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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　改善が第一胃アシドーシスを引き起こす細菌の成長を制限することを含む反すう動物の
第一胃発酵の改善における、１０重量％から２５重量％のナリンギン、１０重量％から６
５重量％のダイダイ抽出物及び１００重量％までの十分な量の海泡石を含み、但し、該ナ
リンギンは該ダイダイ抽出物からのナリンギンは含まない混合物の使用。
【請求項２】
　混合物が、１５重量％から２５重量％のナリンギン、２０重量％から６０重量％のダイ
ダイ抽出物及び１００重量％までの十分な量の海泡石を含む、請求項１に記載の使用。
【請求項３】
　混合物が、２０重量％のナリンギン、４０重量％のダイダイ抽出物及び４０重量％の海
泡石を含む、請求項２に記載の使用。
【請求項４】
　ダイダイ抽出物が、３１．５から７１．５重量％の全フラボノイドを含む、請求項１か
ら３までのいずれか一項に記載の使用。
【請求項５】
　ダイダイ抽出物が、４４から５５重量％の全フラボノイドを含む、請求項１から３まで
のいずれか一項に記載の使用。
【請求項６】
　全フラボノイドが、（ａ）１７．５から３５．１重量％のナリンギン、（ｂ）７．７か
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ら１６．９重量％のネオヘスペリジン及び（ｃ）２．１から６．５重量％のポンシリンを
含む、請求項４又は５に記載の使用。
【請求項７】
　全フラボノイドが（ａ）２５から２７重量％のナリンギン、（ｂ）１１から１３重量％
のネオヘスペリジン及び（ｃ）３から５重量％のポンシリンを含む、請求項４又は５に記
載の使用。
【請求項８】
　前記改善が、濃飼料を投与される反すう動物における微生物発酵プロセスを調節する、
請求項１から７までのいずれか一項に記載の使用。
【請求項９】
　第一胃アシドーシスを引き起こす細菌が、ウシレンサ球菌（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕ
ｓ　ｂｏｖｉｓ）である、請求項１から８までのいずれか一項に記載の使用。
【請求項１０】
　反すう動物が子牛である、請求項８に記載の使用。
【請求項１１】
　１０から２０００ｐｐｍの重量濃度で固体形態で給餌するために前記混合物を添加する
ことを含む、請求項１から７までのいずれか一項に記載の使用。
【請求項１２】
　５０から１０００ｐｐｍの重量濃度で固体形態で給餌するために前記混合物を添加する
ことを含む、請求項１から７までのいずれか一項に記載の使用。
【請求項１３】
　１００から３００ｐｐｍの重量濃度で固体形態で給餌するために前記混合物を添加する
ことを含む、請求項１から７までのいずれか一項に記載の使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、第一胃発酵を改善するためのクエン酸フラボノイドの混合物の使用に関する
。
【０００２】
　略語
ＶＦＡ　揮発性脂肪酸
ΔＣｔ　増幅サイクルの増加
ΔΔＣｔ　ＰＣＲにおける対照サンプルと比較した増幅サイクルの増加
ＤＧＧＥ　変性剤濃度勾配ゲル電気泳動
Ｍ．エルスデニイ　メガスパエラ・エルスデニイ（Ｍｅｇａｓｐｈａｅｒａ　ｅｌｓｄｅ
ｎｉｉ）
ｎｓ　有意性なし
ＰＣＲ　ポリメラーゼ連鎖反応
Ｓ．ボウィス　ウシレンサ球菌（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｂｏｖｉｓ）
【背景技術】
【０００３】
　哺乳動物は、構造性炭水化物、すなわちセルロースを消化するための適切な消化酵素を
有していない。したがって、このように重要な栄養源を利用するために、草食動物は、こ
のような栄養物を消化又は発酵することができる共生菌叢を収容する、発酵区画を発達さ
せてきた。これらの区画は、宿主（反すう動物）の酵素消化の前又は宿主（後腸発酵動物
、すなわち、ウマ科の動物、ウサギ）の酵素消化の後のいずれかに配置されている。第一
胃の微生物は、これらの炭水化物を一部のみしか使用せず、発酵製品として反すう動物に
とって最も重要なエネルギー源である、揮発性脂肪酸（酢酸、プロピオン酸及び酪酸）を
放出する。第一胃で増殖する微生物は、区画の状態に適応し、摂取した食物を使用するこ
とができるものである。様々な食物の断片、炭水化物及びタンパク質は発酵され、ＶＦＡ
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産出物は、第一胃に生じた余剰バイオマスによって補足され、次に、十二指腸に最終的に
吸収されるタンパク質の主要源となる。
【０００４】
　セルロース発酵性細菌（セルロース分解性）は、最適にはｐＨ６．４～７で成長し、デ
ンプン発酵性種及び糖発酵性種（デンプン分解性）よりも多くの酢酸を産生する。それら
の最適なｐＨは約５．５であり、これらのレベルが低下する場合、乳酸の相対産生量が増
加する。
【０００５】
　反すう動物の産出システムを強化するにあたり、飼料ベースの給餌は、成長速度を上げ
、作業コストを下げる穀草類で作られた濃縮食料を与えることに取って代わられた。しか
し、濃縮食料又は構造性炭水化物（セルロース）の急速発酵性の溶性炭水化物（デンプン
）による代替は、アシドーシス及び鼓脹（ｔｉｍｐａｎｉｓｍ）など、いくつかの消化機
能不全の出現をもたらす。
【０００６】
　第一胃アシドーシスは、発酵性炭水化物が豊富な食物を大量に摂取することによって生
じる消化の変化として定義でき、肥育子牛の最も一般的な機能不全の一つである。それに
よって死に至ることもあり、細菌個体群をグラム陰性からグラム陽性に変化させ、ウシレ
ンサ球菌又はメガスパエラ・エルスデニイなどの種の成長に有利となるようにし、ＶＦＡ
の割合を変化させることによって開始する。酢酸及びプロピオン酸の割合は酪酸及び乳酸
が増加すると減少する。乳酸の増加は、第一胃の運動性に影響し、生じたガスを除去する
能力がないせいで、鼓腸（ｍｅｔｅｏｒｉｓｍ）が生じる。急性の症状は、食欲不振、黄
緑の水性便、第一胃アトニー、跛行、腹部退縮及び脱水症である。亜急性型は、頻繁な鼓
腸（ｍｅｔｅｏｒｉｓｍ）、毛の異常及び食肉処理後に見られる肝膿瘍の出現を含む。
【０００７】
　鼓腸（ｔｉｍｐａｎｉｓｍ）又は鼓腸（ｍｅｔｅｏｒｉｓｍ）は、第二胃－第一胃の異
常膨張をもたらす、発酵（二酸化炭素及びメタン）からのガスの過剰生成及び蓄積によっ
て生じる消化の変化として定義される。
【０００８】
　従来、抗生物質（モネンシンなどのイオノフォア）の添加は、潜伏状態で上記第一胃の
機能不全を維持した。しかし、成長増強剤などの物質を段階的に使用中止にすると、これ
らの状態が出現し、再発に負の影響を及ぼす、高い死亡率又は疾病率を引き起こす。農場
の生産力に及ぼす影響は、とても重要なので、これらの抗生物質の代替物質が必要とされ
ている。
【０００９】
　米国特許第４４４３４７１号は、Ｍ－１３９６０３及びＭ－１３９６０３の反すう動物
成長エンハンサーの様々な化学誘導体及び第一胃発酵によって生じるメタンの量の減少に
おけるその使用について述べている。
【００１０】
　米国特許第５１９６４３２号は、乳酸アシドーシスによって影響される反すう動物の処
置における、α－２アドレナリン受容体アンタゴニストの使用について述べている。
【００１１】
　米国特許第５７０９８９４号は、第一胃発酵を増加するため、グルタミン酸及びトウモ
ロコシ発酵製品を含む、反すう動物のための食品添加物について記載している。
【００１２】
　米国特許出願第２００３１６５４８７号は、第一胃発酵効率を上げ、第一胃の乳酸濃度
の有害な上昇を防ぐため、有益な第一胃の微生物の成長を促進する手順及びコウジカビ（
Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｏｒｙｚａｅ）のアミラーゼ酵素に基づく組成物について記載
している。
【００１３】
　米国特許出願第２００４００９２０９号は、低湿度の糖蜜及び緩衝剤の混合物を含む、
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反すう動物において第一胃を健康に保つための手順を包含する。
【００１４】
　ＰＣＴ出願国際公開第９１１９４８９号は、高エネルギーの食料を給餌されている反す
う動物にコハク酸及び他のカルボン酸の塩を投与することによって、第一胃のｐＨレベル
を調節する手順について記載している。
【００１５】
　ＰＣＴ出願国際公開第９３２５６１６号は、反すう動物の第一胃における微生物性発酵
の効率を改善するため、溶性異種タンパク質のメイラード反応由来のマトリックスに封入
されたデンプン製品及び糖の減少について述べている。
【００１６】
　ＰＣＴ出願国際公開第２００４００９１０４号は、反すう動物の乳酸アシドーシスの予
防及び処置を含む、Ｍ．エルスデニイの新しい株及びその使用について述べている。
【００１７】
　ＰＣＴ出願国際公開第２００５００００３５号は、新鮮なアルファルファから得られる
溶性アルファルファ抽出物の投与からなる、第一胃発酵を高める、具体的には、メタン生
成を減少させる手順について述べている。
【００１８】
　欧州特許第１３２３３５４号は、植物原料ベースの天然食品添加物について記載してい
る。
【００１９】
　家畜へ農作物及び食品加工業の副産物を給餌することは知られている。例えば、かんき
つ類の副産物飼料は、反すう動物の給餌システムの構成要素として使用することができる
。それらの飼料は、第一胃の微生物にとって様々なエネルギー基質を含有する（Ｂａｍｐ
ｉｄｉｓら、Ａｎｉｍａｌ　Ｆｅｅｄ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
、Ｅｌｓｅｖｉｅｒ、１２８巻、２００６年、１７５～２１７頁）。特開昭５２－０２８
９２２は、とりわけ苦橙皮を含有する薬剤について記載している。薬剤は、ウマ、ウシ又
は家禽に与えられる。
【００２０】
　本出願の発明者らは、クエン酸フラボノイド、特にナリンギン、ダイダイ抽出物及び海
泡石の混合物が、反すう動物における濃食料の投与由来の微生物性発酵プロセスを調節す
ること、微生物性発酵プロセスの効率を高めること及び第一胃アシドーシスプロセス、特
にウシレンサ球菌に直接関係する特定の種の成長を制限できることを発見した。
【００２１】
　したがって、本発明は、反すう動物の第一胃発酵を改善することにおいて、ナリンギン
、ダイダイ抽出物及び海泡石を含む混合物の使用に関する。
【００２２】
　本出願において、「反すう動物」は、ウシ、ヒツジ、ヤギ及びラクダ種を含む。
【００２３】
　この混合物は、最新技術と比較して一連の有利性を示し、反すう動物の栄養分野におい
て高い価値をなす。有利性は、混合物中の全ての材料が、天然由来で容易に入手可能な製
品であることである。他方、混合物は、取り扱いやすく、当業者に既知の工業的形成手順
によって調製され得る。また、この混合物は、第一胃アシドーシス、特にウシレンサ球菌
の出現に関係する特定の種の成長を制限する更なる利点も有する。したがって、本発明は
、具体的には、第一胃における天然細菌性菌叢の不均衡によって損なわれた第一胃発酵を
改善するために、前記混合物を使用することに関する。また本発明は、第一胃における天
然細菌性菌叢の不均衡によって生じ得る第一胃発酵の機能不全を予防するために、前記混
合物を使用することに関する。本発明の混合物を使用する具体的な目的は、ラクトバキッ
ルス属種（Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ　ｓｐｐ）、例えばアシドピルス菌（Ｌａｃｔｏ
ｂａｃｉｌｌｕｓ　ａｃｉｄｏｐｈｉｌｕｓ）、そして特にウシレンサ球菌など、第一胃
アシドーシスを引き起こす細菌の成長を制限することである。
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【００２４】
　混合物は、１００から３００ｐｐｍ（１００から３００ｇ／食餌１トン）の濃度で固体
形態で食餌に添加する場合、活性である。これは、１００から３００ｐｐｍの範囲の用量
で天然混合物の効果を分析したインビトロ研究に基づく。
【００２５】
　第１の態様によれば、本発明の混合物中のナリンギンの量は、１０重量％から２５重量
％であり、好ましくは１５重量％から２５重量％であり、より好ましくは約２０重量％で
ある。
【００２６】
　第２の態様によれば、本発明の混合物中のダイダイ抽出物の量は、１０重量％から６５
重量％であり、好ましくは２０重量％から６０重量％であり、より好ましくは約４０重量
％である。ダイダイ抽出物は、ナリンギンを含み、したがって本発明の混合物中のナリン
ギンの総量は、上記の量よりも多いことに留意されたい。
【００２７】
　第３の態様によれば、ナリンギン、ダイダイ抽出物及び海泡石の量は、混合物の１００
重量％である。
【００２８】
　第１の実施形態において、本発明は、反すう動物の第一胃発酵の改善において、１０重
量％から２５重量％のナリンギン、１０重量％から６５重量％のダイダイ抽出物及び１０
０重量％までの十分量（混合物の残りの部分）の海泡石を含む混合物の使用について言及
する。
【００２９】
　上記由来の実施形態において、混合物は、１５重量％から２５重量％のナリンギン、２
０重量％から６０重量％のダイダイ抽出物及び１００重量％までの十分量の海泡石、より
特別には２０重量％のナリンギン、４０重量％のダイダイ抽出物及び４０重量％の海泡石
を含む。
【００３０】
　上記割合（重量％）は、混合物の総重量を参照する。
【００３１】
　別の実施形態において、上記混合物の使用は、濃飼料の投与由来の微生物性発酵プロセ
スを調節する。
【００３２】
　別の実施形態において、上記混合物の使用は、第一胃アシドーシスを引き起こす細菌、
特にウシレンサ球菌の成長を制限する。したがって、本発明はまた、本明細書に記載され
ているように急性型及び亜急性型の両方を含む、第一胃アシドーシスを予防又は治療する
ための上記混合物の使用に関する。
【００３３】
　別の実施形態において、上記混合物の使用は、反すう動物、特に子牛の集中肥育におけ
る生産力を最適化する。
【００３４】
　別の実施形態において、上記混合物の使用は、１０から２０００ｐｐｍ、特別には５０
から１０００ｐｐｍ及びさらにより特別には１００から３００ｐｐｍの重量濃度で、固体
形態で給餌するためにそれらを添加することを含む。
【００３５】
　フラボノイドは、医学的関心が増大している水溶性植物色素の１種である。ナリンギン
は、フラボノイドであり、特にいくつかの柑橘類果実（グレープフルーツ、グレープフル
ーツ（Ｃｉｔｒｕｓ　ｐａｒａｄｉｓｉ）及びダイダイ、シトラス・オーランティアム）
の皮から得られる、グリコシル化フラバノンであり、それらの苦みの原因の大部分である
。また、それは、果実の果肉及び植物の葉、花及び種子にも見られる。
【００３６】



(6) JP 5337166 B2 2013.11.6

10

20

30

40

50

　いくつかの研究は、他のフラボノンのような、ナリンギンの生合成は、環境因子及び遺
伝的因子によって影響され、これらの化合物の濃度レベルの変化を決定し、頻繁な濃度の
値として、新鮮なグレープフルーツの皮１５から１８ｇ／ｋｇとして評価されることを提
示している。また、皮における量は変化し、完熟した果実よりも完熟していない果実にお
けるほうが量が多い。
【００３７】
　香水に使用され、甘い食べ物、飲料及びパン製品に風味を添加するために使用される、
ナリンギンは、その抗酸化剤及び抗突然変異特性のため、及び油安定剤として使用され続
ける。
【００３８】
　ダイダイ抽出物は、抽出、濾過、濃縮、沈殿、浄化及び最終乾燥などの当業者の通常作
業によって、すりつぶした柑橘類果実（特にシトラス・オーランティアム）から得ること
ができる。抽出プロセスは、アルカノールが、メタノール、エタノール、プロパノールな
どから選択される、２成分のアルカノール／水システムにおいて実施することができる。
好ましくは、メタノールが使用される。典型的なダイダイ抽出物は、３１．５から７１．
５重量％、例えば４５から５５重量％の全フラボノイド（ＨＰＬＣによって測定する場合
）を含む。具体的には、フラボノイドは、ナリンギン、ネオヘスペリジン及びポンシリン
を含む。典型的には、全フラボノイドの内容は、（ａ）１７．５から３５．１重量％、例
えば２５から２７重量％のナリンギン、（ｂ）７．７から１６．９重量％、例えば１１か
ら１３重量％のネオヘスペリジン及び（ｃ）２．１から６．５重量％、例えば３から５重
量％のポンシリンを含む。
【００３９】
　次に、海泡石は、天然の含水ケイ酸マグネシウムであり、海洋化石の石灰質堆積作用に
その起源を持つ。海泡石は、白色又はわずかに黄色がかった粘度鉱物である。海泡石は、
古代から粉末状歯磨き粉として使用されてきた。
【００４０】
　本発明の混合物は、第一胃発酵の機能不全に罹っている又は罹る危険性のある反すう動
物に適用する。これらの反すう動物は、具体的には以下を含む：
１）例えば、給餌効率を高めるため及びケトーシスプロセスの出現を避けるために、高濃
度の（穀草類）規定食を給餌されている反すう動物、特に反すう動物が、ａ）集中システ
ム下の肥育動物である場合；ｂ）濃度供給が高い割合に達する際、乳の分泌のピークにお
いて高い生産性の泌乳メスである場合；又はｃ）摂取能力が制限されている、複数頭の仔
を有する出産間近のヒツジ又はヤギである場合、
２）突然の規定食の変化を受けやすい反すう動物、特に変化が、ａ）牧草（高い食物繊維
）から高濃度の食料である場合；又はｂ）低可消化デンプン（モロコシ又はトウモロコシ
）から高い消化率のもの（小麦又は大麦）である場合。
【００４１】
　説明目的のため、以下の例を本発明のよりよい理解のために提供する。
【００４２】
（例１）
子牛における１００及び３００ｐｐｍの用量の混合物の効果
　Ｔｈｅｏｄｏｒｏｕ　Ｍ　Ｋら、Ａｎｉｍａｌ　Ｆｅｅｄ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ、４８（３）、１８５～１９７頁、Ａｕｇ　１９９４年によって提
案されたプロトコルに基づいて、発酵動態を分析した。使用した接種材料は、商業的な集
中肥育作業からの子牛の第一胃液であった。本発明の混合物（２０重量％のナリンギン、
４０重量％のダイダイ抽出物及び４０重量％の海泡石）を接種材料及び通常の割合（濃縮
物：藁が８０：２０）で穀草類の藁で補足された商業的子牛食餌（６００ｍｇ）でインキ
ュベートした。混合物の用量を、８００ｍｌの接種材料希釈物を有する密封したボトルに
２つのバッチ（子牛２頭）で３回インキュベートした。
【００４３】
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　検査は４８時間続き、ボトル内の圧力を２、４、６、１２、２４、３６及び４８時間で
記録した。ガス生成を圧力値から確立した。インキュベーションの１０時間後、ボトルの
１つを分離し、分子遺伝子検査に使用される、ＶＦＡ及びＤＮＡ単離の測定のために、内
容物を採取した。
【００４４】
　ＱＩＡａｍｐ（登録商標）ＤＮＡスツールミニキット（Ｑｉａｇｅｎ　Ｌｔｄ、Ｃａｒ
ｗｌｅｙ、Ｗｅｓｔ　Ｓｕｓｓｅｘ、ＵＫ）によって、ＤＮＡ抽出を実施した。ＤＮＡ濃
度及び純度（全ＤＮＡ）を分光光度計（ＮａｎｏＤｒｏｐ（登録商標））によって２６０
及び２８０ｎｍで吸収度を測定して、決定した。
【００４５】
　細菌性及びウシレンサ球菌ＤＮＡを、全細菌（Ｍａｅｄａ　Ｈら、ＦＥＭＳ　Ｉｍｍｕ
ｎｏｌｏｇｙ　ａｎｄ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｍｉｃｒｏｂｉｏｌｏｇｙ、３９（１）、８１
～８６頁、Ｏｃｔ　２００３年）及びウシレンサ球菌（Ｔａｊｉｍａ　Ｋら、Ａｐｐｌｉ
ｅｄ　ａｎｄ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ　Ｍｉｃｒｏｂｉｏｌｏｇｙ、６７（６）、
２７６６～２７７４頁、Ｊｕｎ　２００１年）に関する特異的プライマーで、ＡＢＩ　Ｐ
ＲＩＳＭ（登録商標）７０００配列検出システムを用いて、リアルタイムＰＣＲによって
定量化した。培地中の全細菌の濃度を計算するための基準として、第一胃液の分画遠心法
によって得られた細菌サンプルのＤＮＡ濃度を使用した（５００ｇ、１０分、次いで、２
０．０００ｇ、２０分）。Ｌｉｖａｋ　Ｋ　Ｊら、Ｍｅｔｈｏｄｓ（Ｓａｎ　Ｄｉｅｇｏ
、Ｃａｌｉｆ．）、２５（４）、４０２～４０８頁、Ｄｅｃ　２００１年によって記載さ
れたΔΔＣｔ発現を用いて、多量のウシレンサ球菌が、全細菌のそれと比較して発現した
。
【００４６】
　細菌の生物多様性研究を、特異的プライマーを用いてＤＧＧＥによって実施した（Ｎｕ
ｂｅｌ　Ｕ　ら、Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｂａｃｔｅｒｉｏｌｏｇｙ、１７８（１９）、
５６３６～５６４３頁、Ｏｃｔ　１９９６年）。電気泳動は、５０％～６５％の変性尿素
／ホルムアミド勾配で１６時間８０Ｖで、８％のアクリルアミドゲルを使用した。ゲルを
Ａｍｅｒｓｈａｍ　Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅｓ（Ｓｗｅｄｅｎ）のキットを用いて染色し、
スキャンの後、ＵＰＧＭＡ（非加重結合法）プログラムを用いて、縞模様を分析した。
【００４７】
　第一胃発酵に対する混合物の効果を、２×２（混合物×用量）要因計画によって、動物
を実験的ブロックとみなして分析した。
【００４８】
結果
１－ガス生成
　先に記載したインビトロ条件において、培地中の混合物の含有物は、ＶＦＡ産生又は全
ＶＦＡ産生のいずれの動態にも効果がなかった。実験的処置が、酢酸６０％、プロピオン
酸２９％及び酪酸９％の平均割合を示した、最も重要なＶＦＡのモル割合に影響を与える
こともなかった。
【００４９】
２－ＰＣＲによるリアルタイム細菌定量
　表１は、分光光度法（２６０ｎｍ）によって得られた全ＤＮＡ濃度を示し、培養培地中
のＤＮＡ濃度が混合物の内容物によっていかに変化しなかったかが分かり得る。しかし、
より特殊な手順であるリアルタイムＰＣＲによって細菌性ＤＮＡの量を測定すると、混合
物の内容物が、細菌性ＤＮＡの有意な増加をもたらし、細菌の成長の増加を示すことを明
らかにした。混合物の存在由来の微生物の成長における有意な差異の存在は、前記差異が
ガス（ＣＯ２＋ＮＨ３）生成又はより多いＶＦＡ放出において見い出されずに、混合物が
、微生物の合成効率にプラス効果をもたらすことを示す。
【００５０】
　表１はまた、乳酸の主要産出物の１つとしてこの細菌を同定し、したがって、第一胃ア
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示す。混合物を添加すると、培地にこの種の非常に有意に制限された濃度を生成し、前記
濃度は、細菌性ＤＮＡのコピーの全数に関してウシレンサ球菌（２（ΔＣｔ）＊１０００
）に対応するＤＮＡコピーの数として、又は対照の培地（２（ΔΔＣｔ））に対するコピ
ーの数の減少率として発現した。
【００５１】
【表１】

【００５２】
　上記パラメータに対する混合物の用量の効果を分析する場合、混合物の濃度で有意な差
異は見い出せない。したがって、得られた結果は、１００及び３００ｐｐｍの最初の濃度
が、前記化合物の第一胃発酵プロセスにおける活性の閾値を超えることを提示する。他方
、研究混合物がウシレンサ球菌の濃度を変化させたが、個体群の生物多様性を変化させて
いなかった。これは、前記物質の特定の微生物個体群に対する選択的効果を確認するもの
である。
【００５３】
３－結論及び有利性
　商業的な集中肥育状態で投与される濃飼料から接種材料で研究混合物を補足すると、第
一胃発酵プロセスに有意な変化が生じる。
【００５４】
　混合物の存在は、ガス又はＶＦＡ産出レベルを変化させない。しかし、混合物の存在は
、接種材料における様々な微生物個体群に有意な効果を有する。混合物の存在は、個体群
の合成レベルに有意な増加を促進する一方、ウシレンサ球菌の成長を有意に抑制する。
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